
令和２年度決算公表資料（別紙）

　平成26年４月１日より消費税率が５％から８％に、また、令和元年10月１日より８％から10％に引き上げられたことに伴い、増収分についてはその使途を明確化し、全て社会保障施策

に要する経費に充てるものとされています。

　本町では、令和２年度決算における「地方消費税交付金（社会保障財源化分）」について、下記の社会保障施策に充当し実施しましたので公表いたします。

令和３年12月

■ 歳 入 歳 出 決 算 の 状 況 【歳 入】 地方消費税交付金（従　　 来 　　分） 172,000 千円

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 200,153 千円

　　　　　　　　　　　計　　　　　　　計 372,153 千円

【歳 出】 社会保障施策に要する経費（ 総　額 ） 3,626,377 千円

■ 社会保障施策に要する経費（内訳）

国・県
支出金

町　債 その他
うち、引上げ分の
地方消費税交付金
(社会保障財源化分)

障 害 者 福 祉 事 業 647,044 454,876 0 0 192,168 17,009 

高 齢 者 福 祉 事 業 252,078 5,416 0 30,624 216,038 19,122 

児 童 福 祉 事 業 1,326,245 314,093 262,300 60,774 689,078 60,990 

母 子 福 祉 事 業 24,859 5,902 0 0 18,957 1,678 

そ の 他 9,680 5,652 0 0 4,028 357 

小　計 2,259,906 785,939 262,300 91,398 1,120,269 99,156 

介 護 保 険 事 業 451,846 40,294 0 0 411,552 36,426 

国 民 健 康 保 険 事 業 235,360 89,508 0 0 145,852 12,909 

後期高齢者医療事業 456,937 85,461 0 0 371,476 32,879 

小　計 1,144,143 215,263 0 0 928,880 82,214 

疾 病 予 防 対 策 事 業 74,060 1,494 0 1,017 71,549 6,333 

診療所管理運営事業 139,440 0 0 7,607 131,833 11,669 

医療提供体制確保事業 8,828 0 0 0 8,828 781 

小　計 222,328 1,494 0 8,624 212,210 18,783 

3,626,377 1,002,696 262,300 100,022 2,261,359 200,153 

※ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）については、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

合 計

介護・訓練等給付費、重度心身障害者医療費

高齢者福祉施設管理費、養護老人ホーム諸経費

保育所（公立・私立・認定こども園）諸経費、乳幼児・児童医療費

妊産婦健康診査事業、ひとり親家庭医療費

町民館及び隣保館(管理・事業)費

緊急医療病院群輪番制病院負担金

介護保険特別会計への繰出金

国民健康保険特別会計への繰出金

後期高齢者医療特別会計への繰出金、後期高齢者医療広域連合医療費負担金

各種予防接種事業、健診事業

診療所特別会計への繰出金
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地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

社 会 保 障 施 策 区 分 経　　費 主 な 事 業 内 容

財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源


